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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (医療機関 ver.)

基準等遵守の確認をするためのチエツクリスト
「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な実施に関する指針 (平成 30年 3月 )」に準拠

確認日: ケHttβ

1.オンライン診療の提供に関する事項

オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨について、医

師と患者との間で合意がある場合に行う。

ii iの合意を行うに当たっては、医自雨は、患者がオンライン診療を希望する

旨を明示的に確認する。

オンライン受診勧奨については、患者から

の連絡に応じて実施する場合には、患者

側の意思が明白であるため、当該確認は

必要ではない。

オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を

判断し、オンライン診療を行うこと力樋瑚 でないと半」断した場合はオンライ

ン診療を中止し、速やかに適切な対面診療につなげる。

Ⅳ 医師は、患者の iの合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項につ

いて説明を行う。

・触診等を行うこと力責きない等の理由により、オンライン診療で得られる

情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること

材ンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否

を判断すること

。
(3)に示す「診療計画」に含まれる事項

緊急時にやむを得ずオンライン診療を実

施する場合であつて、ただちに説明等を行

うことができないときは、説明可能となつた

時点において速やかに説明を行う。

直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の

心身の状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得る。

・ 緊急性が高い症状の場合は速やかに対

面受診を促す。

※日本医学会連合「オンライン診療の初診に

関する提言」(2022年 11月 24日

版)

https:〃 www.jmsf.or.jp/up10ads/me

dia/2022/11/20221124163108.pdf

オンライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が

作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」 (※ )等を踏まえて医

師が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する(対

面診療力河 能な医療機関を紹介する場合も含む。)。

ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴

等の他、症状から勘案して間診及び視

診を補完するのに必要な医学的1青報を

過去の診療録、診療1青報提供書、健康

診断の結果、地域医療情報ネットワー

ク、お薬 手 帳 、Personal Heath

Recorc(以 下「PHR」 という。)等から

1巴握でき、患者の症状と合わせて医師が

可能と判断した場合にも実施できる (後

者の場合、事前に得た1青報を診療録に

記載する必要がある。)。

面初診からのオンライン診療は、原■」として「かかりつけの医師」力%子う。
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Ⅳ 【‖i以外の場合として「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行

つた上で初診からのオンライン診療を行う場合】

安全性が担保されたオンライン診療を実施できるよう、オンライン診療の実

施後、適切に対面診療につな出 れるようにしておく。

/ 遵守

「かかりつけの医師」以外の医師が診療

前本目談を行つた上で初診からのオンライン

診療を行う場合として、以下が想定され

る。

√「かかりつけの医自雨」がオンライン診療を

行つていない場合や、休日夜間等で、

「かかりつけの医自T」がオンライン診療に

対応できない場合

√患者に「かかりつけの医師」がいない場

合

′「かかりつけの医師」がオンライン診療に

対応している専門的な医療等を提供

する医療機関に紹介する場合 (必要

な連携をイテつている場合、D to P

wtth Dの場合を含む。)やセカンド

オピニオンのために受診する場合

安全1生がま旦保されたオンライン診療が実

施できる体制として、以下の対応が想定

される。

/患者の所在地に応じた地域の医療機

関との間で、対面診療への移行に関し

て連携体制を整備する

/医師が対面受診を要すると判断し賜

合は、対面受診可能な医療機関へ医

師からの連絡、診療情報の提供を予

い、患者を確実な対面診療へつなげる

/直ちに対面受診を要さない場合におい

いても、医師が必要と判断したときに

は、当該診療内容を引き継げるよう、

緊急時の相談体制についての案内等

を患者等に対して行い、確実に対面診

療へつなぐ

∨ 診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であつて、対面診療を

行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必要に応じ

て適切に1青報提供を行う。

/ 遵守

Vl 診療前オロ談をイテうにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可

台ヨ性があることや、診療前相談の費用等について医療機関のホームペー

ジ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知する。

ご 遵守

Mi急病急変患者につしては、原則として直接の対面による診療を行う。 〆 遵守

・ なお、急病急変患者であつても、直接の

対面による診療を行つた後、患者の容態

が安定した段階に至つた際は、オンライン

診療の適用を検討してもよい。

Ⅵ‖ 特定の複数医師が関与することについて「診療計画」で明示しており、い

ずれかの医師が直接の対面診療を行つている場合は、全ての医師につい

て直接の対面診療が行われていなくとも、これらの医師が交代でオンライン

診療を行うことが可能。

ただし、交代でオンライン診療を行う場合は、「診療計画」に医師名を記

載する。

♂ 遵守

特定の複数の医師が関与するケースとし

て、在宅診療において在宅療養支援診

療所が連携して地域で対応する仕組み

が構築されている場合や複数の診療科

の医自Tがチームで診療をイ〒う場合などが

想定される。
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